
●変更点

●国保税の計算方法

　平成31年度から、医療保険分の課税限度額、後期高齢者支援金等分と介護保険分の所得割・均等割の税率が変更されます。

　国保税は、医療保険分・後期高齢者支援金等分・介護保険分から構成され、それぞれの所得割・均等割を合算した金額が課税額
となります。世帯内に加入者が複数いる場合には、それぞれ同様に計算した額の合計額が世帯主に課税されます。
　なお、世帯の合計額が課税限度額を超える場合、超過分は課税されません。

B国民健康保険課☎963-9146

【 改 定 前 】
所得割

医療保険分

後期高齢者
支援金等分

介護保険分

合　　　計

医療保険分

後期高齢者
支援金等分

介護保険分

合　　　計

8.2％

1.7％

1.7％

11.6％

内訳

《モデル家族1》
40歳単身
給与収入240万円
（所得150万円）

（医療費などに充てられるもの）
医 療 保 険 分

（後期高齢者医療制度への支援金）
後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分

（介護保険制度の費用に充てられるもの）
介 護 保 険 分

＊介護保険分については、40歳～64歳の加入者に課税されます
＊所得割・均等割・課税限度額については、31年度のものです
＊均等割は7割・5割・2割軽減される場合があります。詳しくは、3面「均等割の軽減」をご覧ください
＊100円未満の端数は切り捨てとなります

＊所得があるのは世帯主のみとし、計算しています
＊実際の課税額は、所得等の内容により異なる場合があります

＊均等割は2割軽減となります

26,500円

7,500円

8,500円

42,500円

540,000円

190,000円

160,000円

890,000円

580,000円

190,000円

160,000円

930,000円

均等割 課税限度額

世帯ごとの課税額は、6月に発送予定の納税通知書をご確認ください

　国民健康保険（以下「国保」という）は、病気やけがをしたとき安心して医療を受けられるよう、
加入者が国民健康保険税（以下「国保税」という）を出し合い、お互いに支え合う制度です。
　このたび、10年ぶりに国保税の税率改定を行いましたのでお知らせします。

【 改 定 後 】
所得割

8.2％

2.2％

1.9％

12.3％

26,500円

9,000円

9,500円

45,000円

均等割 課税限度額

年
間
税
額

所得割 均等割 課税限度額
（前年の総所得金額等-330,000円）

×8.2％

（前年の総所得金額等-330,000円）
×2.2％

（前年の総所得金額等-330,000円）
×1.9％

26,500円
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9,500円

580,000円

190,000円

160,000円
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=

=

+
+

+
+

+

《モデル家族2》
40歳夫婦・子ども２人
給与収入240万円
（所得150万円）

改 定 前
改 定 後
増 加 額

257,900円
272,600円
14,700円

《モデル家族3》
70歳単身
年金収入270万円
（所得150万円）

《モデル家族4》
70歳夫婦
年金収入270万円
（所得150万円）　

改 定 前
改 定 後
増 加 額

183,700円
192,600円
8,900円

平成31年度（2019年度）から
国民健康保険税が変わります！

改 定 前
改 定 後
増 加 額

149,700円
157,100円
7,400円

改 定 前
改 定 後
増 加 額

178,000円
188,800円
10,800円
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▶国保財政の健全化が必要です
○医療費等の支出の増加
　全国的に高齢化が進んでおり、国保においても例外では
ありません。このことから、1人当たりの医療費・後期高齢
者支援金・介護納付金などの支出も増加傾向にあります。

▶30年度に国保制度改革がありました
　これまで国保は、各市町村が個別に運営してきましたが、30年４月から都道府県も保険者となる制度改革がありました。
これにより、各市町村は医療費の全額を都道府県から交付されることになった一方、都道府県から示される標準保険税率を
参考に税率を定め、国保事業費納付金を都道府県に納めることとなりました。

○31年度の越谷市の標準保険税率は？
　標準保険税率は、各市町村のあるべき保険税率の「見える化」という役割を担っています。30年度第３回埼玉県国民健康
保険運営推進会議において、埼玉県から提示された越谷市の標準保険税率は下表のとおりです。

○国保加入者の減少に伴う国保税収入の減少
　後期高齢者医療制度への移行や、被用者保険対象者の適
用範囲が拡大された影響から、加入者は毎年減少していま
す。それに伴い、国保税収入も減少しています。

○赤字の増加
　収入が減少し1人当たりの医療費等が増加していることにより、毎年多額の赤字が発生しています。この赤字について
は、一般会計からの繰入金（法定外一般会計繰入金）により補っていますが、国、県から削減・解消するよう求められてい
ます。

Ｑ　私は昨年度、所得がありませんでしたが申告は必要ですか？

A　所得の申告がない場合、所得の有無が把握できないため、軽
減を受けることはできません。所得がない場合でも必ずご申
告ください。

Ｑ　私は非自発的失業軽減の対象ですか？

A　雇用保険受給資格者証の離職理由コードが（11、
12、21、22、23、31、32、33、34）のいずれかに該当
する方が対象となります。

正しく国保税を算定するには所得の
申告が必要です！

必ず所得の申告をしましょう！！

1人当たりの医療費

が増えて、収入が減

っているな。

●なぜ変わるの？
▶均等割の軽減　＊申請の必要はありません
　世帯の軽減判定所得が下表に該当する場合は、国保税の均等割が軽減されます。なお、31年度の軽減判定は見直し
が予定されています。

▶非自発的失業者の軽減　＊申請が必要です
　倒産や解雇、雇い止めなどにより離職し、失業給付を受けている方は国保税が
軽減されます。
○軽減対象者
　離職時点で65歳未満かつ雇用保険の特定受給資格者（倒産・解雇など）、
　特定理由離職者（雇い止めなど）
○軽減額
　離職者本人の給与所得を100分の30として国保税を算定
○軽減期間
　離職の翌日～翌年度末
　例：離職日：30年8月16日
　　 軽減期間：30年8月17日～32年3月31日

▶被用者保険の被扶養者であった方の軽減　＊申請が必要です
　被用者保険（お勤め先の健康保険）の被保険者（加入者本人）が後期高齢者医療制度の対象となったことで、それまで被保
険者に扶養されていた65歳以上75歳未満の方が国保に加入した場合、所得割がかからず、均等割も半額となります。

●国保にはさまざまな国保税の軽減制度があります

４月から変わります

1 人当たりの医療費
単位：円

290,000

280,000

270,000

260,000

250,000

240,000

230,000

220,000
平成 25年度　　26年度　　　　27年度　　　28年度　　　　29年度　　

277,654

270,580264,640

253,640
245,269

加入者数
単位：人

100,000

95,000

90,000

85,000

80,000

75,000

70,000

65,000
平成 25年度　　26年度　　　　27年度　　　28年度　　　　29年度　　

80,046

86,160

89,826

93,09395,237

1 人当たりの法定外一般会計繰入金
単位：円

21,000

18,000

15,000

12,000

9,000

6,000

3,000

0
平成 25年度　　 26年度　　　　27年度　　　 28年度　　　　29年度　　

18,64018,25316,645

12,872

6,297

国保税の収納額
単位：億円

91

88

85

82

79

76

73

70
平成 25年度　　 26年度　　　　 27年度　　　 28年度　　　　29年度　　

76.8

80.7
82.6

86.3
87.3

法定外一般会計繰入金
単位：億円

18

16

14

12

10

8

6

4
平成 25年度　　 26年度　　　　 27年度　　　 28年度　　　　29年度　　

1515.715

12

6

【31年度の越谷市の標準保険税率（市町村算定方式）と越谷市の税率】

＊（　）内は、31年度の越谷市の税率

医　療　保　険　分

後期高齢者支援金等分

介　護　保　険　分

【30年度の軽減判定】
均等割の軽減割合

7割

5割

2割

Ｑ　被用者保険とは何ですか？

Ａ　協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、船員保険
のことです。

　制度の見直しにより、加入してすでに2年間が経過している方は、31年度から均等割は軽減されません。また、今後新た
に加入した方は、加入日から2年間に限り適用されます。なお、所得割については、引き続きかかりません。

Ｑ　なぜ、2年間に限定されたのですか？

Ａ　もともと2年間に限り実施することとされていましたが、後期高齢者医療制度において、当分の間継続されること
となったため、同様に継続していました。このたび、後期高齢者医療制度の見直しがあったことを踏まえて、国保も
同様に見直されることとなりました。

【申請に必要なもの】

【申請に必要なもの】

・雇用保険受給資格者証
・印鑑
・国民健康保険被保険者証
・マイナンバーカード（個人番号カード）、または
　通知カードおよび本人確認書類（運転免許証等）

　 国民健康保険課のみで受け付けしています

・被用者保険の被保険者が75歳に到達したことにより、被用
　者保険の資格を喪失したことが分かる証明書

所得割

8 . 6 6％(8 . 2％ )

2 . 4 4％(2 . 2％ )

2 . 0 0％(1 . 9％ )

均等割

29 , 1 5 8 円 ( 26 , 5 0 0 円 )

11 , 2 4 6 円 (　9 , 0 00 円 )

11 , 3 5 4 円 (　9 , 5 00 円 )

世帯主および加入者等の前年の軽減判定所得が、下記の金額以下の世帯

　　330,000円

　　330,000円＋〔275,000円×（世帯に属する加入者等の人数）〕

　　330,000円＋〔500,000円×（世帯に属する加入者等の人数）〕
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▶納付書または口座振替（普通徴収）
　納付書または口座振替の場合は、年間税額を10期（6月から翌年3月まで）
に分割して納めますが、年度の途中で加入した場合は、残りの期別で納める
ことになります。口座振替を希望される場合は口座登録の手続きが必要です。

▶年金からの差し引き（特別徴収）
　次のすべてに当てはまる場合は、原則として世帯主の年金から差し引き
されます。
・世帯主が国保に加入している
・同一世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満である
・世帯主が年額18万円以上の老齢等年金給付を受けていて、介護保険料
　を年金から支払っている
・国保税と介護保険料の合計額を年間受給回数で割った金額が1回当たり
　の基礎年金給付額の2分の1以下である
　なお、年金からの差し引きを口座振替へ変更することも可能です。

▶国保に加入するとき（入るとき）
・職場の健康保険などをやめたとき
・ほかの市区町村から転入したとき
・生活保護を受けなくなったとき
など

◯手続きに必要なもの
・ほかの健康保険の資格喪失証明書、離職票、退職証明
　書など
・印鑑
・マイナンバーカード（個人番号カード）、または通知
　カードおよび本人確認書類（運転免許証等）

◯手続き場所
国民健康保険課、北部・南部出張所

◯加入（入る）の届け出が遅れると…
⇒国保税は届け出をした日からではなく、資格を得た月
　までさかのぼって支払うこととなります。

▶国保を脱退するとき（やめるとき）
・職場の健康保険などに加入したとき
・ほかの市区町村に転出したとき
・生活保護を受け始めたとき
・後期高齢者制度の対象となったとき（届け出不要）
など

◯手続きに必要なもの
・新たに加入された保険証
・印鑑
・国民健康保険被保険者証
・マイナンバーカード（個人番号カード）、または通知
　カードおよび本人確認書類（運転免許証等）

◯手続き場所
国民健康保険課、北部・南部出張所

◯脱退（やめる）の届け出が遅れると…
⇒国保税とほかの健康保険料で二重払いになってしまう
　ことがあります。

　国保は、国保税の支払い能力が乏しい子
どもなども被保険者として加入することと
なります。このため、世帯主本人の国保加
入の有無にかかわらず、主たる生計維持者
である世帯主が納税義務者となります。

　納税通知書は毎年6月

中旬にお送りしています。

　また、新たに加入した

方は、届け出の翌月中旬

にお送りしています。

＊納付書または口座振替（普通徴収）の納期の末日が土曜・日曜日、祝日等の場合は、その翌開庁日が納期限となります
＊年金からの差し引き（特別徴収）の場合は、年金支給時に国保税が差し引かれます
＊年金からの差し引き（特別徴収）の4月・6月・8月は当該年度の国保税が確定していないため、仮算定した額となります。
　本算定額は6月にお送りする納税通知書に記載します

国保に加入する場合や脱退する場合は、国保に加入・脱退する日から14日以内に届け出が必要となります。

　国保は、医療費等の増加により厳しい財政運営が続いています。国保税は、加入者の皆さんが病気やけがを
したときに充てられる大切な財源です。この財源を確保するために、国保税の期限内納付にご協力をお願いし
ます。

●国保税のお支払いについて

●国保の加入・脱退の際は届け出が必要です

【国保税支払日程表】
月

（期別）
納付書または口座振替
（普通徴収）

年金からの差し引き
（特別徴収）

4 月 5月
6月
（1期）

7月
（2期）

8月
（3期）

9月
（4期）

10月
（5期）

11月
（6期）

12月
（7期）

1月
（8期）

2月
（9期）

3月
（10期）

国保税の期限内納付にご協力をお願いします

納税義務者は世帯主です

（4）広報こしがや臨時特集号　平成31年（2019年）2月 今号の臨時特集号は、左開きとなっています。


